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意 見 書 案

意見書案第２号

地方財政の充実・強化を求める意見書について

地方財政の充実・強化を求める意見書を次のとおり提出するものとする。

平成28年６月24日提出

議会運営委員会

地方財政の充実・強化を求める意見書

地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策、地域交

通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定・実行

など、新たな政策課題に直面しています。

一方、地方公務員を初め、人材が減少する中で、新たなニーズの対応が困難となっており、

公共サービスを担う人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立を目指す必要が

あります。

こうした状況にもかかわらず、社会保障と地方財政を二大ターゲットとした歳出削減にむけ

た議論が加速しています。特に、今年度から開始された「トップランナー方式」の導入は、民

間委託を前提とした地方交付税算定を容認するものであり、地方財政全体の安易な縮小が危惧

されるものとなっています。「インセンティブ改革」とあわせて、地方交付税制度を利用した

国の政策誘導であり、客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないもので

す。

本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面でサポートするのが財政の役割です。し

かし、財政再建目標を達成するためだけに、不可欠なサービスが削減されれば本末転倒であり、

国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかです。

このため、2017年度の政府予算、地方財政の検討に当たっては国民生活を犠牲にする財政と

するのではなく、歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実、

地方財政の確立を目指すことが必要です。

よって国においては、下記の事項について実現されるよう強く要望します。

記
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１．社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減対策など、増大する地方自治体

の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。

２．子ども・子育て支援新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステム、生活困窮者自

立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応

と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。

３．地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・事業規模

の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定す

るものであり、廃止すること。

４．復興交付金、震災復興特別交付税などの復興に係る財源措置については、復興集中期間終

了後の2016年度以降も継続すること。また、2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増

自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き続き検

討すること。

５．地域間の財源偏在性の是正のため、地方偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から

地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。同時に、各種税制の

廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確

保を初め、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。

６．地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」「重点課題対応分」及び「まち・ひと・し

ごと創生事業費」については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現

行水準を確保すること。また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的

財源へと転換を図るため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に

振り替えること。

７．地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を

踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じ

ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成28年６月24日

士 別 市 議 会

(提出先)

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣
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衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

意見書案第３号

道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての子どもに豊かな学び

を保障する高校教育を求める意見書について

道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての子どもに豊かな学びを保障する

高校教育を求める意見書を次のとおり提出するものとする。

平成28年６月24日提出

議会運営委員会

道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての子どもに豊かな学び

を保障する高校教育を求める意見書

道教委は、「新たな高校教育に関する指針（2006年）」に基づき、毎年度「公立高等学校配

置計画」を決定し、望ましい学級規模を40人学級で４～８学級として、高等学校の募集停止や

再編・統合を行ってきました。これによって、2007年以降、現在までに全道で24校が募集停止、

21校が再編・統合による削減となることが決定しています。

配置計画で再編・統合、募集停止の対象とされた高校では入学希望者の激減する現象が生じ

ています。更に子どもの進学を機に地元を離れる保護者も現れ、過疎化を加速させ、経済や産

業、文化などに影響を及ぼすなど結果的に地域の活力を削ぐこととなっています。地元の高校

を奪われた子どもたちは、遠距離通学や下宿生活等を余儀なくされ、精神的・身体的な負担は

増大し、保護者の経済力によっては通学断念にまで追い込まれかねないといった実態も報告さ

れています。

昨年度、道教委は配置計画において、奥尻高校を町立移管とし今後も更に地方の小規模校を

自治体へ移管する考えを示しました。これは、全道の子どもたちに等しく後期中等教育を保障

する教育行政としての責任を放棄していると言えます。

北海道では、貧困と格差の固定化・拡大、地方の人口減少など、社会状況が大きく変化して

おり、こうした中で指針策定から９年が経過しています。この間、「募集停止」「再編統合」

など計画により地元から高校がなくなったことで、遠距離通学や下宿生活などにより子ども・

保護者に身体的・精神的・経済的負担増を強いています。これはそのまま地方の切り捨て、ひ
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いては北海道地域全体の衰退につながります。

したがって、広大な北海道の実情にそぐわない「新たな高校教育に関する指針」を抜本的に

見直し、中学卒業者数の減少期だからこそ、学級定数の見直しを行うなど、地域に高校を存続

させ、希望する全ての子どもに豊かな後期中等教育を保障していくべきです。そのためには、

地域の意見・要望を十分反映させ、地域の経済・産業・文化の活性化を展望した新たな「高校

配置計画」「高校教育制度」をつくり出していくことが必要です。

よって北海道及び北海道教育委員会においては、上記の現状を踏まえ、下記の事項について

適切な措置を講じるよう強く要望いたします。

記

１．道教委が2006年に策定した「新たな高校教育に関する指針」は、広大な北海道の実情にそ

ぐわず、地域の教育や文化だけでなく、経済や産業など地域の衰退につながることから、抜

本的な見直しを行うこと。

２．「公立高校配置計画」については、子ども・保護者・地元住民など、道民の切実な意見に

真摯に耳を傾け、一方的な策定は行わないこと。

３．教育の機会均等と子どもの学習権を保障するため、「遠距離通学費等補助制度」の５年間

の年限を撤廃するとともに、もともと高校が存在しない町村から高校へ通学する子どもたち

も制度の対象とすること。

４．障がいのある・なしにかかわらず、希望するすべての子どもが地元の高校へ通うことので

きる後期中等教育を保障するための検討を進めること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

平成28年６月24日

士 別 市 議 会

(提出先)

北海道教育委員会教育長

北 海 道 知 事

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

意見書案第４号

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、子どもの貧困解消など教
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育予算確保・拡充と就学保障の充実、「30人以下学級」の実現を目指す教職員定

数改善に向けた意見書について

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、子どもの貧困解消など教育予算確

保・拡充と就学保障の充実、「30人以下学級」の実現を目指す教職員定数改善に向けた意見書

を次のとおり提出するものとする。

平成28年６月24日提出

議会運営委員会

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、子どもの貧困解消など教

育予算確保・拡充と就学保障の充実、「30人以下学級」の実現を目指す教職員定

数改善に向けた意見書

日本の教育にかかわる公財政教育支出は、対ＧＤＰ比においてＯＥＣＤ加盟34カ国の平均が

4.7％に対し3.5％と大きく下回り、加盟国中、最下位となっています。その一方で、子ども一

人当たりの教育支出における私費負担率は依然として高い水準にあります。このことは、日本

の教育にかかわる公的支出の貧困さを証明するものです。また、厚労省から発表された2012年

度の国民生活基礎調査によると、子どもの貧困率は16.3％と約６人に１人、ひとり親家庭にい

たっては54.6％と２人に１人以上となっています。このような状況の中、子どもたちの貧困と

格差は一層拡大し、経済的な理由によって進学・就学を断念するなど、教育の機会均等は崩さ

れ、学習権を含む子どもの人権も保障されない状況となっています。

教育現場では、いまだに地方財政法で住民に負担を転嫁してはならないとしている人件費、

旅費を初め、校舎等の修繕費がＰＴＡ会計より支出されている実態が多くあり、給食費、修学

旅行費、テストやドリルなどをはじめとする教材費などの保護者負担も依然として減少せず、

地方交付税措置されている教材費や図書費についても都道府県や市町村において、その措置に

格差が生じています。また、「高校授業料無償制度」所得制限や、生活扶助費の切り下げによ

る就学援助制度の改悪など、子どもたちの貧困と格差は一層拡大し、経済的な理由によって進

学・就学を断念することにつながるなど、教育の機会均等に影響を及ぼしています。

また、義務教育費国庫負担率が１／２から１／３になったことで、定数内期限付採用や非常

勤教職員が増加し、教職員定数の未充足などの状況も顕著になっています。2016年度文科省予

算では、財源不足などを理由に、義務標準法改正を伴う教職員定数改善は見送られました。子

どもたちに行き届いた教育を保障するためには、教職員定数の拡充は喫緊の課題であり、義務

標準法の改正を伴う教職員定数の改善と学級基準編制の制度改正及び30人以下学級の早期実現
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が不可欠です。

子どもたちは、住む地域や環境に関係なく平等に教育を受ける権利を有しています。その保

障のためには、国による教育予算の確保と拡充が必要です。

よって、国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率１／２

への復元など、下記の事項について教育予算の確保・拡充、就学保障の充実を図るために強く

要望します。

記

１．国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を無償とな

るよう、また、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面、義務教育国庫負担金の負担率を１／２

に復元すること。

２．30人以下学級の早期実現にむけて、小学校１年生から中学校３年生の学級編成標準を順次

改定すること。また、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するため、義務標準法改

正を伴う教職員定数改善の早期実現、及び必要な予算の確保・拡充を図ること。

３．子どもたちや学校、地域の特性にあった教育環境を整備し、充実した教育活動を推進する

ために、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置を実現すること。

４．給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の軽減、就学保障の充実、図書費など国の責

任において教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。

５．経済的な理由により子どもたちが進学・就学を断念するなどの子どもの貧困を解消するた

め、国の責任において、就学援助制度の堅持、教育予算の十分な確保・拡充するとともに、

返還義務を伴わない給付型奨学金などの拡充を行うこと。

６．高校授業料無償制度への所得制限撤廃及び朝鮮学校の授業料無償化適用除外の撤回をする

こと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成28年６月24日

士 別 市 議 会

(提出先)

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣



－159－

文 部 科 学 大 臣

地方創生担当大臣

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

意見書案第５号

給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める意見書について

給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める意見書を次のとおり提出するも

のとする。

平成28年６月24日提出

議会運営委員会

給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める意見書

奨学金利用者は年々増加し、大学生の２人に１人が何らかの奨学金を利用しています。その

背景には、私立大学初年度納付金の平均が132万2,526円、国立大学では標準で81万7,800円と

高騰していることや、家庭収入が減少していることにより、奨学金に頼らなければ大学に進学

できない学生が多数を占めることによるものです。

一方、不安定雇用や低賃金により、卒業しても返済に苦しみ、返したくても返せない若者が

増加しており、延滞者は33万人に及んでいます。そもそも、安定した収入を得て返済するとい

う制度の前提条件が大きく崩れていると言わざるを得ません。また、滞納者には年５％の延滞

金が課せられ、延滞後の返還金がまず延滞金に充当されるため、元金が長期間減らないことも

大きな負担になっています。そのため、結婚や出産、子育てへの影響も懸念されるところです。

ＯＥＣＤ加盟34か国のうち半数近くの国の大学は授業料が無償で、32か国に公的な給付型奨

学金制度が整備されています。大学の授業料が有償で、公的な給付型奨学金制度がないのは日

本だけです。

よって、国においては、若者を社会全体で応援し、急速にすすむ少子高齢化や地方の衰退に

歯止めをかけるため、下記の事項について実現するよう強く要望します。

記
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１．速やかに大学等において国の給付型奨学金制度を導入するとともに、高校を含めて拡充す

ること。

２．当面、貸与型奨学金は無利子とし、延滞金は廃止すること。廃止までの間、返済金は元

金・利息・延滞金の順に充当するとともに、所得に応じた無理のない返済制度を確立するこ

と。

３．大学等の学費の引き下げや授業料減免の拡充を実行すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成28年６月24日

士 別 市 議 会

(提出先)

内 閣 総 理 大 臣

文 部 科 学 大 臣

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長


